
2026年 6月 1日 

松田小児科・消化器ＩＢＤクリニック 

 

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について 

 

当院では外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定させていただきます。 

この評価料は、医療スタッフの処遇改善を行い、より良い医療を提供するために設けら

れたものとなっております。 

 

なお、診療報酬の改訂により、2026年6月 1日から加算点数が以下となります。 

 

初診  外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1 日につき)  23点 

再診  外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1 日につき)  6点 

 

ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 


